
2018.4.1 改訂

【新築住宅：１０戸以上の場合】

※共同住宅等・・・共同住宅、長屋、一団の住宅

提出期限：建築物の建築確認申請前まで
提出部数：２部（正・副）

※確約書が必要な場合は、必要事項の記入及び

　押印のうえ持参してください。

1０日以内

開発行為・中高層建築物・土地区画整理法第76条・道路位置指定などに係る事前配布書類
一覧もしくは各協議書のことを指します。

【問合せ先】
川口市環境部収集業務課業務係（青木収集事務所）　住所：〒332-0031　川口市青木3-16-1　
電話：048-251-1174　ＦＡＸ：048-254-0719　e-mail：090.04000@city.kawaguchi.saitama.jp

共同住宅等における一般廃棄物等の保管場所設置に向けた事前相談

提出書類の確認

※提出から収集開始までの期間は、約２週間です。

副本返却副本保管

完了検査

収集開始

※1:

共同住宅等における一般廃棄物等の保管場所設置に係る手続きの流れ

手続き 建築主等 川口市

事前協議

確約書の受取
審査（標準処理期間：３～４日）

※確約書の送付

共同住宅等一般廃棄物等保管場所設置完了届（様式第

75号）の提出

副本持参 事前協議終了

完了検査日時の調整

検査実施、登録票の配付

一般廃棄物等保管場所設置工事完了

検査立会い

検査不合格の場合

不合格事項の是正 是正内容の確認

収集開始日の連絡
（収集業務課事務所にて）冊子及び看板の配付

入居者へ冊子配付及び収集開始日等の案内
保管場所への看板掲出

登録票の提出 収集開始日の調整

※設置場所など状況によっては、「確約書」が
必要となる場合があります

共同住宅等一般廃棄物等保管場所設置届（様式

第74号）の提出

「事前協議書配布一覧表」がある場合、
受付時に年月日の記入、押印となります。
※１

「各種協議書」がある場合、副本持参
の時に、協議内容及び年月日の記入、
押印となります。 ※１


